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議案第１号 

 

江差追分に町民みんなで親しもう条例の制定について 

 

江差追分に町民みんなで親しもう条例を、次のように定める。 

 

 

平成２８年１２月１４日提出 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

提案理由 

江差追分が育まれてきた歴史や文化をまちの財産と位置づけ、町内が一丸となって、

江差追分の普及、保存伝承及び発信に努めることを目的に制定する。 
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江差追分に町民みんなで親しもう条例 

 

（前文） 

江差追分は、江差町の風土が培い、先人が現在まで大切に保存伝承してきた町民の

心の唄、まちの宝であり、誇りの唄でもある。 

 江差の繁栄期を生き、幾多の苦難の時代を乗り越え、今日の町の発展に寄与してき

た歴史的な意義を持つこの唄を、町民がなお一層親しみ、確実に後世へ引き継き、国

内及び世界に発信するため、ここに江差追分に町民みんなで親しもう条例を制定する。 

（目的） 

第１条 江差追分が育まれてきた歴史や文化をまちの財産として位置づけ、町内が一

丸となって、江差追分の普及、保存伝承及び発信に努めることを目的とする。 

（町の責務） 

第２条 町は、前条の目的を達成するため江差追分を活かしたまちづくりを推進しな

ければならない。 

２ 町は、前項のまちづくりの推進のため「行動指針」を策定するものとする。 

３ 町は、江差追分を活かしたまちづくりを推進するにあたっては、町民等の自

発的な意思を尊重し，その理解と協力を得て行うものとする。 

（団体等の役割） 

第３条 江差追分に関連する団体（以下「団体等」という。）は、江差追分の普及、

保存伝承及び発信について、一層その取り組みの強化に努めるものとする。 

（町民等の協力） 

第４条 町民及び町内に住所を有する企業並びに各種団体は、前２条に規定する町及

び団体等の取り組みに協力するよう努めるものとする。 

附 則 

この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 
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議案第２号 

 

江差町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部 

を改正する条例について 

 

江差町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を、次のよう

に改正するものとする。 

 

 

平成２８年１２月１４日提出 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

提案理由 

人事院勧告に基づき、期末手当の支給について変更する必要性が生じたことから、

条例を改正するもの。 

 

 

3



江差町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部 

を改正する条例 

 

 江差町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和４０年条例第

１８号）の一部を次のように改正する。 

 

第４条第２項中「１００分の２０２．５」を「１００分の２０７．５」に、「１０

０分の２１７．５」を「１００分の２２２．５」に改める。 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成２８年１２月１日より適用する。 

（期末手当の割合等の特例措置） 

２ 平成２８年１２月に支給する期末手当については、「１００分の２２２．５」と

あるのは「１００分の２２７．５」とする。 

（給与の内払い） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて

支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。 
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議案第３号 

 

江差町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 

江差町職員の給与に関する条例の一部を、次のように改正するものとする。 

 

 

平成２８年１２月１４日提出 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

提案理由 

人事院勧告に基づき、手当等の支給について変更する必要性が生じたことから、条

例を改正するもの。 
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江差町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 江差町職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

第１６条第２項中「１００分の８０」を「１００分の９０」に改め、同条第３項中「１０

０分の３７．５」を「１００分の４２．５」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 

 附則別表第１を次のように改める。 

 

第２条 江差町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第８条第１項中「扶養親族」の前に「、」を加え、同条第２項中「前項の扶養親族とは」

を「扶養手当の支給については」に、「扶養を受けているものをいう。」を「扶養を受けて

いるものを扶養親族とする。」に改め、同項第２号中「及び孫」を削り、同項第５号中「心

身に著しい障害がある者及び６ケ月以上の入院患者」を「重度心身障害者」に改め、同号を

同項第６号とし、同項第４号を同項第５号とし、同項第３号中「６０歳以上」を「満６０歳

以上」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

（３） 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

 

第８条第３項中「扶養手当の月額は前項第１号に掲げる扶養親族については１３，０００

円、同項第２号から第５号までに掲げる扶養親族（次条において「扶養親族たる子、父母等」

という。）については、１人につき６，５００円（職員に配偶者がない場合にあつては、そ

のうち１人については１１，０００円）とする。」を「扶養手当の月額は、前項第１号及び

第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき６，５００円、

同項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につき

１０，０００円とする。」に改める。 

 

第９条第１項中「一に該当する」を「いずれかに掲げる」に改め、「（新たに職員となつ

た者に扶養親族がある場合又は職員に第１号に該当する事実が生じた場合において、その職

員に配偶者がないときは、その旨を含む。）」を削り、同項第１号中「扶養親族としての」

を「扶養親族たる」に改め、同項第２号中「扶養親族としての」を「扶養親族たる」に、「前

条第２項第２号又は第４号」を「扶養親族たる子又は前条第２項第３号若しくは第５号」に

改め、同項第３号及び第４号を削り、同条第２項中「扶養親族である」を「扶養親族がある」

に、「扶養親族がない職員に前項第１号に掲げる事実が生じた場合においては」を「職員に

扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第１号に掲

げる事実が生じたときは」に、「要件を欠くに至つた日の属する月」を「要件を欠くに至っ

た場合においてはその事実が生じた日の属する月」に改め、同項ただし書中「（その日が月

の初日であるときは、その属する月）」を「（その日の月が初日であるときは、その日の属

する月）」に改め、同条第３項中「これを受けている職員にさらに第１項第１号に掲げる事
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実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもの

の一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第

３号若しくは第４号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定によ

る届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた」を「次

の各号のいずれかに掲げる事実が生じた」に、「これらの事実」を「その事実」に、「これ

らの日」を「その日」に、「改正」を「改定」に、「扶養手当を受けている職員にさらに第

１項第１号」を「第１号」に改め、「（扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に

係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合におけ

る当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。）及び扶養手当を受

けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員

が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支

給額の改定」を削り、同項に次の各号を加える。 

（１） 扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合 

（２） 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第１項の規定による届出に係るものの一

部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合 

（３） 職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るもののうち特定期間にあ

る子でなかった者が特定期間にある子となった場合 

 

第１６条第２項中「１００分の９０」を「１００分の８５」に改め、同条第３項中「１０

０分の４２．５」を「１００分の４０」に改める。 

 

附 則 

（施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び附則第３条の規定は、平

成２９年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（江差町職員の給与に関する条例（以下「給与条例」という。）第１６条

第２項及び第３項の改正規定を除く。次条において同じ。）による改正後の給与条例（次

条において「第１条改正後給与条例」という。）の規定は、平成２８年４月１日から、第

１条の規定（給与条例第１６条第２項及び第３項の改正規定に限る。）による改正後の給

与条例は同年１２月１日から適用する。 

（給与の内払） 

第２条 第１条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正

前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第１条改正後給与条例の規定によ

る給与の内払とみなす。 

（平成３０年３月３１日までの間における扶養手当に関する特例） 

第３条 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は、第２条の規定による改

正後の給与条例第８条第３項及び第９条の規定の適用については、同項中「前項第１

号及び第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき６，
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５００円、同項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）につ

いては１人につき１０，０００円」とあるのは「前項第１号に該当する扶養親族（以

下「扶養親族たる配偶者」という。）については１０，０００円、同項第２号に該当

する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につき８，０００

円（職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち１人については１０，０００円）、

同項第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族（以下「扶養親族たる父母

等」という。）については１人につき６，５００円（職員に配偶者及び扶養親族たる

子がない場合にあっては、そのうち１人については９，０００円）」と、同条第１項

中「その旨」とあるのは「その旨（新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は

職員に第１号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、

その旨を含む。）」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養

親族たる子又は前条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、満２２歳に

達した日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場

合を除く。）」とあるのは 

  「 

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は前条第２項

第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、満２２歳に達した日以後の最初の３月３

１日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。） 

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった

場合（前号に該当する場合を除く。） 

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場

合（第１号に該当する場合を除く。） 

」 

と、同条第３項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員

について第１項第３号若しくは第４号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」

と、「の日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定（扶

養親族たる子で第１項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶

養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の

支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員

であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶

養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等

に係る扶養手当の支給額の改定を除く。）、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族

たる子で第１項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場

合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けてい

る職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であっ

て扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員と

なった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。 
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別表第１（第３条関係）

級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
号 俸 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

141,600 191,700 227,900 261,100 287,100 317,700

142,700 193,500 229,500 263,000 289,300 319,900

143,900 195,300 231,000 264,800 291,600 322,200
145,000 197,100 232,600 266,900 293,700 324,400
146,100 198,700 234,100 268,700 295,700 326,600
147,200 200,500 235,800 270,600 298,000 328,600
148,300 202,300 237,300 272,500 300,300 330,800
149,400 204,100 238,900 274,600 302,500 333,000
150,500 205,800 240,300 276,700 304,600 335,100
151,900 207,600 241,800 278,700 306,900 337,300
153,200 209,400 243,400 280,800 309,100 339,400
154,500 211,200 244,800 282,800 311,400 341,600
155,800 212,600 246,300 284,800 313,500 343,500
157,300 214,400 247,800 286,900 315,600 345,500
158,800 216,100 249,100 288,900 317,800 347,600
160,400 217,900 250,500 290,900 319,900 349,600
161,700 219,600 252,000 292,900 322,000 351,400
163,200 221,300 253,700 294,900 324,000 353,400
164,700 222,900 255,400 297,000 326,100 355,200
166,200 224,500 257,200 299,000 328,100 357,100
167,600 226,000 258,800 301,000 330,000 359,100
170,300 227,700 260,600 303,100 332,100 361,000
172,900 229,300 262,300 305,100 334,100 363,000
175,500 230,900 264,000 307,200 336,200 364,900
178,200 232,200 266,000 309,000 337,700 366,900
179,900 233,700 267,900 311,100 339,600 368,800
181,600 235,100 269,700 313,200 341,500 370,800
183,300 236,400 271,500 315,200 343,400 372,800
184,800 237,700 273,200 317,100 345,100 374,300
186,600 238,900 275,100 319,100 347,000 376,100
188,400 239,900 277,000 321,200 348,900 377,900
190,100 241,100 278,700 323,300 350,700 379,500
191,700 242,400 280,400 324,700 352,600 381,300
193,200 243,600 282,300 326,700 354,400 382,700
194,700 244,800 284,100 328,600 356,200 384,200
196,200 246,100 286,000 330,700 357,900 385,800
197,500 247,000 287,600 332,600 359,300 387,200
198,800 248,400 289,300 334,500 360,600 388,400
200,100 249,800 291,100 336,500 362,000 389,600
201,400 251,300 292,900 338,400 363,400 390,700
202,700 252,700 294,600 340,300 364,700 391,800
204,000 254,100 296,300 342,200 365,600 393,000
205,300 255,500 297,900 344,000 366,700 394,200
206,600 256,800 299,500 345,900 367,800 395,300
207,800 258,000 301,200 347,400 368,600 396,000
209,100 259,300 302,900 348,800 369,500 396,700
210,400 260,700 304,500 350,300 370,400 397,400
211,700 262,000 306,200 351,800 371,300 398,100
212,800 263,300 307,300 353,400 372,200 398,700
213,900 264,400 308,800 354,200 373,000 399,300
214,900 265,700 310,300 355,400 373,800 399,800
216,000 267,000 311,900 356,400 374,600 400,200
217,100 268,000 313,500 357,300 375,300 400,600
218,100 269,100 315,100 358,400 376,000 400,900
219,000 270,400 316,700 359,300 376,700 401,200
220,000 271,700 318,200 360,400 377,400 401,500
220,600 272,800 319,700 361,300 377,900 401,800
221,500 273,800 320,900 362,000 378,500 402,100
222,300 274,800 322,100 362,700 379,100 402,400
223,200 275,900 323,300 363,400 379,800 402,700

4
5
6

職員の
区分

1
2
3

給料表
（単位：円）

13
14
15

10
11
12

7
8
9

22
23
24

19
20
21

16
17
18

31
32
33

28
29
30

25
26
27

40
41
42

37
38
39

34
35
36

49
50
51

46
47
48

43
44
45

58
59
60

55
56
57

52
53
54
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223,900 277,100 324,000 363,800 380,200 403,000
224,900 278,100 324,900 364,400 380,900 403,300
225,700 279,000 325,700 365,100 381,500 403,600
226,600 280,000 326,500 365,800 382,100 403,900
227,300 280,700 327,400 366,100 382,500 404,200
228,100 281,600 327,800 366,800 383,100 404,500
229,000 282,300 328,500 367,500 383,700 404,800
230,100 283,200 329,300 368,200 384,300 405,100
230,800 284,200 330,100 368,500 384,700 405,300
231,500 285,000 330,800 369,100 385,200 405,600
232,100 285,800 331,500 369,800 385,700 405,900
232,900 286,600 332,200 370,400 386,300 406,200
233,700 287,400 332,700 370,700 386,600 406,400
234,400 287,900 333,300 371,300 387,000 406,700
235,100 288,300 333,800 372,000 387,400 407,000
235,700 288,800 334,400 372,600 387,800 407,200
236,400 288,900 334,700 373,000 388,100 407,400
237,200 289,300 335,200 373,500 388,400 407,700
238,000 289,500 335,600 374,100 388,700 408,000
238,700 289,900 336,100 374,600 389,000 408,200
239,400 290,100 336,500 375,100 389,200 408,400
240,100 290,300 337,000 375,700 389,500 408,700
240,800 290,700 337,500 376,200 389,800 409,000
241,500 291,000 338,000 376,500 390,000 409,200
242,100 291,300 338,300 376,900 390,200 409,400
242,800 291,600 338,700 377,400 390,500 409,700
243,500 291,900 339,200 377,800 390,800 410,000
244,200 292,300 339,600 378,200 391,000 410,200
244,900 292,600 339,900 378,600 391,200 410,400
245,400 293,000 340,300 379,100 391,500 410,700
245,800 293,300 340,800 379,500 391,800 411,000
246,300 293,700 341,200 379,900 392,000 411,200
246,600 293,800 341,400 380,200 392,200 411,400

294,000 341,800 380,700 392,500 411,700
294,400 342,300 381,100 392,800 412,000
294,800 342,700 381,500 393,000 412,200
295,000 342,800 381,800 393,200 412,400
295,300 343,300 382,300 393,500 412,700
295,700 343,700 382,700 393,800 413,000
296,100 344,000 383,100 394,000 413,200
296,300 344,300 383,400 394,200 413,400
296,600 344,700 383,900 394,500 413,700
297,000 345,100 384,300 394,800 414,000
297,300 345,500 384,700 395,000 414,200
297,500 346,000 385,000 395,200 414,400
297,800 346,400 385,500 395,500 414,700
298,200 346,800 385,900 395,800 415,000
298,500 347,200 386,300 396,000 415,200
298,700 347,700 386,600 396,200 415,400
299,100 348,100 387,100 396,500
299,500 348,400 387,500 396,800
299,800 348,700 387,900 397,000
299,900 349,200 388,200 397,200
300,200 388,700
300,500 389,100
300,900 389,500
301,100 389,800
301,300 390,300
301,600 390,700
301,900 391,100
302,300 391,400
302,500 391,900
302,800 392,300
303,100 392,700
303,400 393,000

393,400

再
任
用
以
外
の
職
員

67
68
69

64
65
66

61
62
63

76
77
78

73
74
75

70
71
72

85
86
87

82
83
84

79
80
81

94
95
96

91
92
93

88
89
90

103
104
105

100
101
102

97
98
99

112
113
114

109
110
111

106
107
108

121
122
123

118
119
120

115
116
117

124
125
126
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393,700
393,900
394,100
394,400
394,700
394,900
395,100
395,400
395,700
395,900
396,100
396,400
396,700
396,900
397,100
397,300

再任用
職員

186,500 214,000 254,000 273,400 288,500 313,900

130
131
132

127
128
129

142

139
140
141

136
137
138

133
134
135
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附則別表第１（第３条関係）

級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
号 俸 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

137,400 186,000 216,600 248,100 272,800 301,900

138,500 187,700 218,100 249,900 274,900 304,000

139,600 189,500 219,500 251,600 277,100 306,100
140,700 191,200 221,000 253,600 279,100 308,200
141,800 192,800 222,400 255,300 281,000 310,300
142,800 194,500 224,100 257,100 283,100 312,200
143,900 196,300 225,500 258,900 285,300 314,300
145,000 198,000 227,000 260,900 287,400 316,400
146,000 199,700 228,300 262,900 289,400 318,400
147,400 201,400 229,800 264,800 291,600 320,500
148,700 203,200 231,300 266,800 293,700 322,500
149,900 204,900 232,600 268,700 295,900 324,600
151,200 206,300 234,000 270,600 297,900 326,400
152,600 208,000 235,500 272,600 299,900 328,300
154,100 209,700 236,700 274,500 302,000 330,300
155,600 211,400 238,000 276,400 304,000 332,200
156,900 213,100 239,400 278,300 306,000 333,900
158,400 214,700 241,100 280,200 307,800 335,800
159,800 216,300 242,700 282,200 309,800 337,500
161,300 217,800 244,400 284,100 311,700 339,300
162,600 219,300 245,900 286,000 313,500 341,200
165,200 220,900 247,600 288,000 315,500 343,000
167,800 222,500 249,200 289,900 317,400 344,900
170,300 224,000 250,800 291,900 319,400 346,700
172,900 225,300 252,700 293,600 320,900 348,600
174,600 226,700 254,600 295,600 322,700 350,400
176,200 228,100 256,300 297,600 324,500 352,300
177,900 229,400 258,000 299,500 326,300 354,200
179,300 230,600 259,600 301,300 327,900 355,600
181,100 231,800 261,400 303,200 329,700 357,300
182,800 232,800 263,200 305,200 331,500 359,100
184,400 233,900 264,800 307,200 333,200 360,600
186,000 235,200 266,400 308,500 335,000 362,300
187,500 236,300 268,200 310,400 336,700 363,600
188,900 237,500 269,900 312,200 338,400 365,000
190,400 238,800 271,700 314,200 340,100 366,600
191,600 239,600 273,300 316,000 341,400 367,900
192,900 241,000 274,900 317,800 342,600 369,000
194,100 242,400 276,600 319,700 343,900 370,200
195,400 243,800 278,300 321,500 345,300 371,200
196,700 245,200 279,900 323,300 346,500 372,300
197,900 246,500 281,500 325,100 347,400 373,400
199,200 247,900 283,100 326,800 348,400 374,500
200,500 249,100 284,600 328,700 349,500 375,600
201,600 250,300 286,200 330,100 350,200 376,200
202,900 251,600 287,800 331,400 351,100 376,900
204,100 252,900 289,300 332,800 351,900 377,600
205,400 254,200 290,900 334,300 352,800 378,200
206,500 255,500 292,000 335,800 353,600 378,800
207,500 256,500 293,400 336,500 354,400 379,400
208,500 257,800 294,800 337,700 355,200 379,900
209,600 259,000 296,400 338,600 355,900 380,200
210,600 260,000 297,900 339,500 356,600 380,600
211,600 261,100 299,400 340,500 357,200 380,900
212,500 262,300 300,900 341,400 357,900 381,200
213,400 263,600 302,300 342,400 358,600 381,500
214,000 264,700 303,800 343,300 359,100 381,800
214,900 265,600 304,900 343,900 359,600 382,000
215,700 266,600 306,000 344,600 360,200 382,300
216,600 267,700 307,200 345,300 360,900 382,600

7
8
9
10
11
12

給料表
（単位：円）

職員の
区分

1
2
3
4
5
6

19
20
21
22
23
24

13
14
15
16
17
18

31
32
33
34
35
36

25
26
27
28
29
30

43
44
45
46
47
48

37
38
39
40
41
42

55
56
57
58
59
60

49
50
51
52
53
54
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217,200 268,800 307,800 345,700 361,200 382,900
218,200 269,800 308,700 346,200 361,900 383,200
219,000 270,700 309,500 346,900 362,500 383,500
219,900 271,600 310,200 347,600 363,000 383,800
220,500 272,300 311,100 347,800 363,400 384,000
221,300 273,200 311,500 348,500 364,000 384,300
222,200 273,900 312,100 349,200 364,600 384,600
223,200 274,800 312,900 349,800 365,100 384,900
223,900 275,700 313,600 350,100 365,500 385,100
224,600 276,500 314,300 350,700 366,000 385,400
225,200 277,300 315,000 351,400 366,500 385,700
226,000 278,100 315,600 351,900 367,000 385,900
226,700 278,800 316,100 352,200 367,300 386,100
227,400 279,300 316,700 352,800 367,700 386,400
228,100 279,700 317,200 353,400 368,100 386,700
228,700 280,200 317,700 354,000 368,500 386,900
229,400 280,300 318,000 354,400 368,700 387,100
230,100 280,700 318,500 354,900 369,000 387,400
230,900 280,900 318,900 355,400 369,300 387,600
231,600 281,300 319,300 355,900 369,600 387,800
232,300 281,400 319,700 356,400 369,800 388,000
232,900 281,600 320,200 357,000 370,100 388,300
233,600 282,000 320,700 357,400 370,400 388,600
234,300 282,300 321,100 357,700 370,500 388,800
234,900 282,600 321,400 358,100 370,700 389,000
235,600 282,900 321,800 358,600 371,000 389,300
236,200 283,200 322,300 359,000 371,300 389,500
236,900 283,600 322,700 359,300 371,500 389,700
237,600 283,900 323,000 359,700 371,700 389,900
238,100 284,300 323,300 360,200 372,000 390,200
238,500 284,600 323,800 360,600 372,300 390,500
239,000 284,900 324,200 361,000 372,400 390,700
239,300 285,000 324,400 361,200 372,600 390,900

285,200 324,800 361,700 372,900 391,200
285,600 325,200 362,100 373,200 391,400
286,000 325,600 362,500 373,400 391,600
286,200 325,700 362,800 373,600 391,800
286,500 326,200 363,200 373,900 392,100
286,900 326,600 363,600 374,200 392,400
287,300 326,800 364,000 374,300 392,600
287,500 327,100 364,300 374,500 392,800
287,800 327,500 364,800 374,800 393,100
288,100 327,900 365,100 375,100 393,300
288,400 328,300 365,500 375,300 393,500
288,600 328,700 365,800 375,500 393,700
288,900 329,100 366,300 375,800 394,000
289,300 329,500 366,700 376,100 394,300
289,600 329,900 367,000 376,200 394,500
289,800 330,400 367,300 376,400 394,700
290,200 330,700 367,800 376,700
290,600 331,000 368,200 377,000
290,900 331,300 368,600 377,200
291,000 331,800 368,800 377,400
291,200 369,300
291,500 369,700
291,900 370,100
292,100 370,400
292,300 370,800
292,600 371,200
292,900 371,600
293,300 371,900
293,500 372,400
293,800 372,700
294,100 373,100
294,300 373,400

373,800

再
任
用
以
外
の
職
員

67
68
69
70
71
72

61
62
63
64
65
66

79
80
81
82
83
84

73
74
75
76
77
78

91
92
93
94
95
96

85
86
87
88
89
90

103
104
105
106
107
108

97
98
99
100
101
102

115
116
117
118
119
120

109
110
111
112
113
114

121
122
123
124
125
126
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374,100
374,300
374,400
374,700
375,000
375,200
375,400
375,700
376,000
376,200
376,300
376,600
376,900
377,100
377,300
377,500

再任用
職員

181,000 207,600 246,400 265,200 279,900 304,500

127
128
129
130
131
132

139
140
141
142

133
134
135
136
137
138
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議案第４号 

 

江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例の一部を改正する 

条例について 

 

江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例の一部を、次のように改正する

ものとする。 

 

 

平成２８年１２月１４日提出 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

提案理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律と育児休業、介護休暇等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、江差町職員の勤務時間及び休日休

暇等に関する条例を改正する必要性が生じたため。 

 

 

15



江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例（平成７年条例第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 

第８条の２第１項中「江差町職員の給与に関する条例」の次に「（昭和２６年条例第１号。

以下「給与条例」という。）」を加える。 

 

第８条の３第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子」を「次

に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子（民法（明治２９年法律第８９号）第

８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁

組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属し

ている場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第１項に規定する里親で

ある職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望

している者その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条にお

いて同じ。）」に改め、「支障がある場合を除き」の次に「、規則で定めるところにより」

を加え、「始業及び就業」を「始業及び終業」に、「第２項」を「第３項」に改め、同項に

次の各号を加える。 

（１） 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員 

（２） 小学校に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの 

 

第８条の３第２項中「日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介護者」という。）」

を「要介護者」に、「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」を

「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子（民法（明治２９年法律第８９号）

第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子

縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属

している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第１項に規定する里親

である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希

望している者その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条に

おいて同じ。）を養育」に、「を介護する職員が」を「のある職員が、規則で定めるところ

により」に改める。 
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第８条の４第４項前段中「第３項」を「前項」に改め、同項後段中「小学校就学の始期に

達するまでの子のある職員が、当該子を養育」を「小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時ま

での間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養育することがで

きるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規則で定め

るところにより、当該子を養育」に、「要介護者を介護する職員が、当該要介護者を介護」

を「第１６条第１項に規定する要介護者（以下「要介護者」という。）のある職員が、規則

で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜に」とあるのは「深夜（午後１０

時から翌日の午前５時までの間をいう。）に」に、「第３項」を「前項」に、「小学校就学

の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」を「小学校就学の始期に達するまで

の子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」に、「要介護者のある職員

が、当該要介護者を介護」を「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要

介護者を介護」に改める。 

 

第１１条中「及び介護休暇」を「、介護休暇及び介護時間」に改める。 

 

第１６条第１項中「職員が」の次に「要介護者（」を加え、「日常生活を営むのに支障が

あるものの介護をするため、」を「日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）

の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護

者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ通算して６

月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内において」に改め、同

条第２項中「前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態

ごとに、連続する６月の期間」を「指定期間」に改め、同条第３項中「江差町職員の給与に

関する条例（昭和２６年条例第１号）」を「給与条例」に、「同条例」を「、給与条例」に

改め、同条の次に次の１条を加える。 

（介護時間） 

第１６条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護

を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に係る指定期

間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相

当であると認められる場合における休暇とする。 
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２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を超えない範囲内

で必要と認められる時間とする。 

３ 介護時間については、給与条例第１０条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間に

つき、給与条例第１４条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

 

第１７条の見出し及び同条中「及び介護休暇」を「、介護休暇及び介護時間」に改める。 

 

附則 

 この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 
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議案第５号 

 

平成２８年度江差町一般会計補正予算（第７号）について 

 

平成２８年度江差町一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、それぞれ４８，７２８千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ５，３１７，８３３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更及び廃止は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

平成２８年１２月１４日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

 

   提案理由 

平成２８年度江差町一般会計補正予算の調整後に生じた事由に基づいて、既定の予算

に追加、減額、その他変更をする必要が生じたことによる。 
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（単位：千円）

款 目 国庫支出金 道支出金 地方債 その他特定財源 一般財源

職員人件費 7,498 7,498

民生費
社会福祉総
務費

国民健康保険費特
別会計繰出

104 104

民生費 老人福祉費
介護保険特別会計
繰出

1,073 1,073

土木費
公共下水道
費

公共下水道事業特
別会計繰出

▲ 807 ▲ 807

7,868 7,868

総務費 財政管理費
公会計整備・公共施
設等総合管理計画
策定推進

▲ 3,313 ▲ 3,313

総務費 財産管理費
町有地法面崩落復
旧対策

▲ 346 ▲ 346

総務費
参議院議員
選挙費

参議院議員通常選
挙

▲ 1,410 ▲ 1,410

民生費 老人福祉費

後期高齢者医療特
別会計繰出（社会保
障・税番号制度に係
る後期高齢者医療
システム改修）

▲ 355 ▲ 236 ▲ 119

民生費
国民年金事
務費

社会保障・税番号制
度に係るシステム整
備等（国民年金シス
テム改修）

▲ 253 ▲ 252 ▲ 1

衛生費
保健衛生総
務費

看護師等育成確保
対策

▲ 950 ▲ 950

衛生費
保健衛生総
務費

道立江差病院医師
確保対策

▲ 2,000 ▲ 2,000

農林水産
業費

農業振興費
農業経営基盤安定
対策

▲ 468 ▲ 468

商工費
商工業振興
費

産業資金貸付 ▲ 3,600 ▲ 3,600

土木費 道路橋梁費

橋梁長寿命化橋梁
点検及び補修対策
（古櫃橋橋梁長寿命
化補修対策調査設
計委託）

▲ 3,900 ▲ 2,535 ▲ 1,365

議会費～教育費

職員人件費関係　計

平成２８年度　一般会計補正予算構成表

科目
事業名 補正額

財源内訳
備考
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（単位：千円）

款 目 国庫支出金 道支出金 地方債 その他特定財源 一般財源

平成２８年度　一般会計補正予算構成表

科目
事業名 補正額

財源内訳
備考

土木費 港湾管理費
江差港北埠頭・新北
埠頭フェリー係船用
施設整備工事

▲ 14,600 ▲ 13,000 ▲ 1,600

土木費
都市整備事
業費

町会所会館外壁改
修

▲ 528 ▲ 528

▲ 31,723 ▲ 4,433 0 ▲ 13,000 ▲ 5,600 ▲ 8,690

総務費 財産管理費
旧JR江差駅跡地地
質調査

4,288 4,288

総務費 企画費
生活交通バス路線
維持費等補助

13,100 13,100

総務費 諸費
平成23～27年度児
童手当等国庫交付
金・道費負担金返還

154 154

民生費
社会福祉総
務費

臨時福祉給付金給
付事業（経済対策
分）

30,630 30,630

民生費
社会福祉施
設費

社会福祉施設備品
整備（イス購入）

189 189

農林水産
業費

林業振興費 町有林保育事業 ▲ 400 400 財源更正

商工費
追分会館管
理費

追分会館設備改修 3,952 3,952

土木費 住宅管理費
町営住宅円山第4団
地緊急通報システム
機器更新

6,588 6,588

教育費
（小学校費）
学校管理費

小学校児童用机・イ
ス更新整備

3,013 3,013

教育費
（中学校費）
学校管理費

中学校生徒用机・イ
ス更新整備

741 741

教育費 幼稚園費

子ども・子育て支援
新制度に係る私立
幼稚園への施設型
給付

8,533 2,942 2,480 ▲ 1,323 4,434

教育費
生涯学習推
進費

生涯学習バス管理 1,345 1,345

教育費 文化振興費 文化振興備品整備 50 50

48,728 29,139 2,080 ▲ 12,600 ▲ 2,585 32,694計

減額補正事業　計
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第１表　歳入歳出予算補正
歳  入 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 入 合 計

13国 庫 支 出 金 421,715 29,139 450,854

 1国 庫 負 担 金 333,510 2,942 336,452

 2国 庫 補 助 金 76,451 27,607 104,058

 3委 託 金 11,754 △1,410 10,344

14道 支 出 金 316,971 2,080 319,051

 1道 負 担 金 213,179 1,471 214,650

 2道 補 助 金 91,069 609 91,678

16寄 附 金 51,901 50 51,951

 1寄 附 金 51,901 50 51,951

17繰 入 金 291,581 2,288 293,869

 2基 金 繰 入 金 290,862 2,288 293,150

18繰 越 金 114,974 32,694 147,668

 1繰 越 金 114,974 32,694 147,668

19諸 収 入 134,435 △4,923 129,512

 3貸 付 金 元 利 収 入 92,263 △3,600 88,663

 5受 託 事 業 収 入 10,150 △1,323 8,827

20町 債 332,800 △12,600 320,200

 1町 債 332,800 △12,600 320,200

5,269,105 48,728 5,317,833
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歳  出 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

 1議 会 費 65,297 197 65,494

 1議 会 費 65,297 197 65,494

 2総 務 費 973,634 22,400 996,034

 1総 務 管 理 費 897,248 23,674 920,922

 4選 挙 費 21,619 △1,324 20,295

 6監 査 委 員 費 2,762 50 2,812

 3民 生 費 1,449,050 32,175 1,481,225

 1社 会 福 祉 費 1,235,633 31,829 1,267,462

 2児 童 福 祉 費 213,417 346 213,763

 4衛 生 費 430,251 △2,950 427,301

 1保 健 衛 生 費 430,251 △2,950 427,301

 6農 林 水 産 業 費 229,986 △2,781 227,205

 1農 業 費 135,308 △2,781 132,527

 7商 工 費 205,980 352 206,332

 1商 工 費 205,980 352 206,332

 8土 木 費 489,247 △13,247 476,000

 2道 路 橋 梁 費 158,994 △3,900 155,094

 4港 湾 費 58,175 △14,600 43,575

 5都 市 計 画 費 176,092 △1,335 174,757

 6住 宅 費 90,003 6,588 96,591

10教 育 費 475,417 12,582 487,999

 1教 育 総 務 費 120,473 △1,100 119,373

 2小 学 校 費 108,255 3,013 111,268

 3中 学 校 費 55,362 741 56,103

 4幼 稚 園 費 36,283 8,533 44,816
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款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 出 合 計

 5社 会 教 育 費 82,373 1,395 83,768

5,269,105 48,728 5,317,833
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（変更） 単位：千円

限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（廃止） 単位：千円

限度額 起債の方法 利率 償還の方法

― ―

江差港北埠
頭・新北埠頭
フェリー係船
用施設整備工
事

13,000 証書借入

5.0％以内
（ただし、利率見直し
方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利
率）

借入先の貸付条件による。
ただし、財政上の都合によ
り償還年限を短縮し、また
は低利に借り換えることが
できる。

起債の目的

廃
止
前

廃
止
後

― ―

第２表　地方債補正

起債の目的

変
更
前

公有林整備

5,200 証書借入

5.0％以内
（ただし、利率見直し
方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利
率）

借入先の貸付条件による。
ただし、財政上の都合によ
り償還年限を短縮し、また
は低利に借り換えることが
できる。

変
更
後

5,600 同　上 同　上 同　上

25



（１）総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳入）
単位：千円

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

歳 入 合 計

１３

１４

１６

１７

１８

１９

２０

国 庫 支 出 金

道 支 出 金

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

町 債

421,715

316,971

51,901

291,581

114,974

134,435

332,800

5,269,105

29,139

2,080

50

2,288

32,694

△4,923

△12,600

48,728

450,854

319,051

51,951

293,869

147,668

129,512

320,200

5,317,833
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（歳出）

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

単位：千円

国道支出金

歳 出 合 計

　　計　　補正前の額 補 正 額

 1

 2

 3

 4

 6

 7

 8

10

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

教 育 費

65,297

973,634

1,449,050

430,251

229,986

205,980

489,247

475,417

5,269,105

197

22,400

32,175

△2,950

△2,781

352

△13,247

12,582

48,728

65,494

996,034

1,481,225

427,301

227,205

206,332

476,000

487,999

5,317,833

△1,410

30,142

△400

△2,535

5,422

31,219

400

△13,000

△12,600

4,288

△2,000

△3,600

△1,273

△2,585

197

19,522

2,033

△950

△2,781

3,952

2,288

8,433

32,694

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源
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目

款

項

（２）歳入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

13 国庫支出金 421,715 29,139 450,854

  1 国庫負担金 333,510 2,942 336,452

   3 教育費国庫負担金 4,820 2,942 7,762

  2 国庫補助金 76,451 27,607 104,058

   2 民生費国庫補助金 23,472 30,142 53,614

   5 土木費国庫補助金 34,950 △2,535 32,415

  3 委託金 11,754 △1,410 10,344

   1 総務費委託金 9,854 △1,410 8,444

14 道支出金 316,971 2,080 319,051

  1 道負担金 213,179 1,471 214,650

   4 教育費道費負担金 2,410 1,471 3,881

  2 道補助金 91,069 609 91,678

   3 農林水産業費道費補助金 64,305 △400 63,905

   4 教育費道費補助金 4,707 1,009 5,716

16 寄附金 51,901 50 51,951

  1 寄附金 51,901 50 51,951

   1 寄附金 51,901 50 51,951

17 繰入金 291,581 2,288 293,869

  2 基金繰入金 290,862 2,288 293,150

   3 過疎地域自立促進基金繰入金 46,500 △2,000 44,500

   5 旧江差線（木古内・江差間）鉄 61,562 4,288 65,850
     道施設等整理基金繰入金      

18 繰越金 114,974 32,694 147,668

  1 繰越金 114,974 32,694 147,668

   1 繰越金 114,974 32,694 147,668

19 諸収入 134,435 △4,923 129,512
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 1 幼 稚 園 費 負 担 金 2,942子ども・子育て支援新制度施設型給付          

 1 社 会 福 祉 費 補 助 金 30,142臨時福祉給付金給付事業費補助（経済対策分）  
                                      30,630
社会保障・税番号制度システム整備費補助（厚生
労働省所管分）　　　　　　　　　　　　 △488

 1 道 路 橋 梁 費 補 助 金 △2,535社会資本整備総合交付金（橋梁長寿命化補修）  

 2 選 挙 費 委 託 金 △1,410参議院議員通常選挙事務                      

 1 幼 稚 園 費 負 担 金 1,471子ども・子育て支援新制度施設型給付          

 2 林 業 費 補 助 金 △400森林環境保全整備事業補助                    

 1 幼 稚 園 費 補 助 金 1,009子ども・子育て支援新制度施設型給付（地方単独
費用分）                                    

 1 寄 附 金 50指定寄付金（文化振興）                      

 1 過疎地域自立促進基金繰入金 △2,000道立病院医師確保対策                        

 1 旧江差線（木古内・江差間）鉄道 4,288旧江差駅跡地地質調査                        
施設等整理基金繰入金          

 1 前 年 度 繰 越 金 32,694前年度繰越金                                

29



目

款

項 補 正 前 の 額 補 正 額     計     

  3 貸付金元利収入 92,263 △3,600 88,663

   1 貸付金元利収入 92,263 △3,600 88,663

  5 受託事業収入 10,150 △1,323 8,827

   3 教育費受託事業収入 8,139 △1,323 6,816

20 町債 332,800 △12,600 320,200

  1 町債 332,800 △12,600 320,200

   2 農林水産業債 29,300 400 29,700

   3 土木債 97,800 △13,000 84,800

     歳     入     合     計 5,269,105 48,728 5,317,833
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 4 商 工 費 貸 付 金 償 還 金 △3,600産業資金                                    

 1 幼 稚 園 費 受 託 事 業 収 入 △1,323子ども・子育て支援新制度に係る施設型給付受託

 1 林 業 債 400公有林整備                                  

 2 港 湾 整 備 事 業 債 △13,000江差港北埠頭・新北埠頭フェリー係船用施設整備
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

（３）歳出

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

 1 議会費 65,297 197 65,494 197

  1 議会費 65,297 197 65,494 197

   1 議会費 65,297 197 65,494 197

 2 総務費 973,634 22,400 996,034 △1,410 4,288 19,522

  1 総務管理費 897,248 23,674 920,922 4,288 19,386

   1 一般管理費 526,068 9,791 535,859 9,791

   3 財政管理費 13,906 △3,313 10,593 △3,313

   5 財産管理費 137,694 3,942 141,636 4,288 △346

   6 企画費 188,512 13,100 201,612 13,100

  10 諸費 11,597 154 11,751 154

  4 選挙費 21,619 △1,324 20,295 △1,410 86

   1 選挙管理委員 10,364 86 10,450 86
     会費         
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 2 給 料 29 一般職                                      

 3 職 員 手 当 等 140 扶養手当                                  30
期末手当                                  21
勤勉手当                                  93
退職手当組合負担金                       △4

 4 共 済 費 28 共済組合負担金                              

 2 給 料 3,655 一般職                                      

 3 職 員 手 当 等 4,536 扶養手当                                △75
住居手当                               △558
通勤手当                                △20
時間外勤務手当                           739
管理職手当                               136
期末手当                                 878
勤勉手当                               2,257
寒冷地手当                               317
退職手当組合負担金                       862

 4 共 済 費 1,600 共済組合負担金                         1,604
地方公務員災害補償基金負担金             △4

13 委 託 料 △3,313 公共施設等総合管理計画策定委託              

13 委 託 料 4,288 旧ＪＲ江差駅跡地地質調査委託                

15 工 事 請 負 費 △346 町有地法面崩落復旧工事                      

19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 13,100 生活交通路線等維持費補助                    

23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 154 平成２３～２７年度児童手当等国庫交付金・道費
負担金返還                                  

 2 給 料 13 一般職                                      

 3 職 員 手 当 等 68 扶養手当                                △99
管理職手当                               111
期末手当                                △20
勤勉手当                                  28
退職手当組合負担金                        48

 4 共 済 費 5 共済組合負担金                              
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

   2 参議院議員選 11,160 △1,410 9,750 △1,410
     挙費         

  6 監査委員費 2,762 50 2,812 50

   1 監査委員費 2,762 50 2,812 50

 3 民生費 1,449,050 32,175 1,481,225 30,142 2,033

  1 社会福祉費 1,235,633 31,829 1,267,462 30,142 1,687

   1 社会福祉総務 145,161 30,734 175,895 30,630 104
     費           

   2 社会福祉施設 13,540 189 13,729 189
     費           

   3 老人福祉費 339,878 718 340,596 △236 954

   4 老人福祉施設 170,031 441 170,472 441
     費           

   5 国民年金事務 346 △253 93 △252 △1
     費           
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 3 職 員 手 当 等 △903 時間外勤務手当                         △783
管理職特別勤務手当                     △120

 7 賃 金 △507 事務補助員外                                

 2 給 料 13 一般職                                      

 3 職 員 手 当 等 34 扶養手当                                  30
退職手当組合負担金                         4

 4 共 済 費 3 共済組合負担金                              

 3 職 員 手 当 等 100 時間外勤務手当                              

11 需 用 費 21 消耗品費                                    

12 役 務 費 693 通信運搬費                                  
  郵便料・送料                         　156
手数料                                      
  口座振替　　　                       　537

13 委 託 料 626 臨時福祉給付金対応システム改修委託          

19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 29,190 臨時福祉給付金（経済対策分）                

28 繰 出 金 104 国民健康保険費特別会計繰出金（職員人件費分）

18 備 品 購 入 費 189 社会福祉施設イス                            

28 繰 出 金 718 介護保険特別会計繰出金（職員人件費分） 1,073
後期高齢者医療特別会計繰出金（社会保障・税番
号制度に係る後期高齢者医療システム改修分）　
　       　　　　　　　　　　　　　　　△355

 2 給 料 △134 一般職                                      

 3 職 員 手 当 等 551 扶養手当                                 234
時間外勤務手当                             1
期末手当                                  19
勤勉手当                                 308
退職手当組合負担金                      △11

 4 共 済 費 24 共済組合負担金                              

13 委 託 料 △253 社会保障・税番号制度に係る国民年金システム改
修委託                                      
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

  2 児童福祉費 213,417 346 213,763 346

   1 児童福祉総務 109,503 5 109,508 5
     費           

   3 常設保育所費 103,239 341 103,580 341

 4 衛生費 430,251 △2,950 427,301 △2,000 △950

  1 保健衛生費 430,251 △2,950 427,301 △2,000 △950

   1 保健衛生総務 344,396 △2,950 341,446 △2,000 △950
     費           

 6 農林水産業費 229,986 △2,781 227,205 △400 400 △2,781

  1 農業費 135,308 △2,781 132,527 △2,781

   1 農業委員会費 23,042 △2,313 20,729 △2,313

   2 農業振興費 69,879 △468 69,411 △468

  2 林業費 40,089 0 40,089 △400 400

   2 林業振興費 19,482 0 19,482 △400 400

 7 商工費 205,980 352 206,332 △3,600 3,952

  1 商工費 205,980 352 206,332 △3,600 3,952

   2 商工業振興費 105,244 △3,600 101,644 △3,600

   4 追分会館管理 29,319 3,952 33,271 3,952
     費           

 8 土木費 489,247 △13,247 476,000 △2,535 △13,000 2,288

  2 道路橋梁費 158,994 △3,900 155,094 △2,535 △1,365
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 3 職 員 手 当 等 1 退職手当組合負担金                          

 4 共 済 費 4 共済組合負担金                              

 2 給 料 28 保育士                                      

 3 職 員 手 当 等 263 期末手当                                   6
勤勉手当                                 248
退職手当組合負担金                         9

 4 共 済 費 50 共済組合負担金                              

21 貸 付 金 △2,950 看護師等養成学校等修学資金貸付　　     △950
道立江差病院医師研究資金貸付　　     △2,000

 2 給 料 △1,123 一般職                                      

 3 職 員 手 当 等 △792 扶養手当                               △132
通勤手当                                  31
期末手当                               △289
勤勉手当                               △106
寒冷地手当                              △70
退職手当組合負担金                     △226

 4 共 済 費 △398 共済組合負担金                              

19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 △468 農業機械等導入助成                          

財源更正                      

21 貸 付 金 △3,600 産業資金貸付                                

15 工 事 請 負 費 3,952 追分会館トイレ改修工事　　             2,418
追分会館ロビー暖房設備改修工事　　     1,534
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

   2 道路維持費 107,232 △3,900 103,332 △2,535 △1,365

  4 港湾費 58,175 △14,600 43,575 △13,000 △1,600

   1 港湾管理費 58,175 △14,600 43,575 △13,000 △1,600

  5 都市計画費 176,092 △1,335 174,757 △1,335

   2 都市整備事業 5,976 △528 5,448 △528
     費           

   4 公共下水道費 161,773 △807 160,966 △807

  6 住宅費 90,003 6,588 96,591 6,588

   1 住宅管理費 41,189 6,588 47,777 6,588

10 教育費 475,417 12,582 487,999 5,422 △1,273 8,433

  1 教育総務費 120,473 △1,100 119,373 △1,100

   2 事務局費 118,774 △1,100 117,674 △1,100

  2 小学校費 108,255 3,013 111,268 3,013

   1 学校管理費 81,259 3,013 84,272 3,013

  3 中学校費 55,362 741 56,103 741

   1 学校管理費 40,448 741 41,189 741

  4 幼稚園費 36,283 8,533 44,816 5,422 △1,323 4,434

   1 幼稚園費 36,283 8,533 44,816 5,422 △1,323 4,434

  5 社会教育費 82,373 1,395 83,768 50 1,345
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

13 委 託 料 △3,900 古櫃橋橋梁長寿命化補修対策調査設計委託      

15 工 事 請 負 費 △14,600 江差港北埠頭フェリー係船用施設整備工事      
                                  　△10,000
江差港新北埠頭フェリー係船用施設整備工事    
                                   　△4,600

15 工 事 請 負 費 △528 町会所会館外壁塗装工事                      

28 繰 出 金 △807 公共下水道事業特別会計繰出金（職員人件費分）

15 工 事 請 負 費 6,588 町営住宅円山第４団地緊急通報システム機器更新
等工事                                      

 2 給 料 △955 一般職                                      

 3 職 員 手 当 等 82 扶養手当                                 102
住居手当                               △159
通勤手当                                 △8
管理職手当                               221
期末手当                               △165
勤勉手当                                 294
寒冷地手当                                 5
退職手当組合負担金                     △208

 4 共 済 費 △227 共済組合負担金                              

18 備 品 購 入 費 3,013 児童用机・イス                              

18 備 品 購 入 費 741 生徒用机・イス                              

20 扶 助 費 8,533 子ども・子育て支援新制度に係る施設型給付（私
立幼稚園）                                  
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

   3 生涯学習推進 3,867 1,345 5,212 1,345
     費           

   5 文化振興費 2,237 50 2,287 50

　歳　出　合　計　 5,269,105 48,728 5,317,833 31,219 △12,600 △2,585 32,694
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

11 需 用 費 1,345 修繕料（生涯学習バス修繕）                  

18 備 品 購 入 費 50 文化振興備品（ゼミテーブル）                
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（４）給与費明細書

１．特別職

期末手当

（千円）
年間支給率

（人） （千円） （千円） （月分） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

5,234

4.20

5,728

2.60

124

0.10

5,358

4.30

5,728

2.60

２．一般職

（１）総括

報 酬 給 料 職員手当 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

97 333,564 279,887 613,451 111,130 724,581

1,526 3,956 5,482 1,066 6,548

97 335,090 283,843 618,933 112,196 731,129

扶養手当 寒冷地手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外手当 通勤手当 住居手当 児童手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

9,552 7,374 77,751 46,477 5,308 18,458 1,940 5,640 6,780

90 252 326 3,122 468 57 3 ▲717

9,642 7,626 78,077 49,599 5,776 18,515 1,943 4,923 6,780

宿直手当
特殊勤務
手当

管理職特別
勤務手当

退職手当
組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円）

1,533 622 98,452

▲120 475

1,533 0 502 98,927

区 分
職 員 数

区 分 備　　　考

給　料 地域手当
寒冷地
手当

その他
の手当

議 員

その他の特
別 職

25,989 4,206

報　酬

12

252 18,163

長 等

計

補

正

前
266

18,163

44,599 14,952 177 76,316 15,014 91,33010,962 5,626

2 14,952 177

26,436

18,163

147

議 員

124 23長 等

補

正

後

長 等 2 14,952

11,086

124 124

その他の特
別 職

177 26,113

補

正

額
計

議 員 12 26,436

177 76,440計 266 44,599 14,952

32,164

18,163
その他の特
別 職

252 18,163

職

員

手

当

の

内

訳

補 正 前

補 正 額

補 正 後

補 正 前

補 正 額

補 正 後

補 正 前

補 正 額

補 正 後

区分

区 分

給 与 費
職員数 共済費

共済費 合　計

5,626 30,195

32,164 10,808 42,972

計

給 与 費

10,808 42,972

5,626

合　計

5,626

備　　考

91,477

23 147

4,229 30,342

18,163

15,037
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

増減額

（千円）

938 人事院勧告に伴う増額 給料表の改定（平均0.2％）

588 人事異動等による増額

3,808 人事院勧告に伴う増額 給料の増額改定に伴う増額

勤勉手当支給率0.10月引き上げ

人事異動等に伴う増額

978

148 臨時福祉給付金事務

100

選挙事務 ▲930

説　　　明

給 与 改 定 に
伴 う 増 減 分

（千円）
備　　　　考

そ の 他 の
増 減 分

増減事由別内訳

そ の 他 の
増 減 分

制 度 改 正 に
伴 う 増 減 分

昇 給 に 伴 う
増 減 分

給 料

職 員 手 当

区　分

1,526

3,956
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（５）地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の

　　　見込に関する調書

単位：千円

１ 普 通 債 2,365,312 2,278,090 53,000 239,434 2,091,656

(5) 土 木 債 104,995 81,907 19,100 26,973 74,034

４ そ の 他 3,873,460 3,856,544 250,700 379,300 3,727,944

(10)
国 の 予 算 等
貸 付 金 債

219,958 224,523 5,600 1,570 228,553

補正前の額 6,486,521 6,368,829 332,800 645,316 6,056,313

補正額 ▲ 12,600 ▲ 12,600

補正後の額 6,486,521 6,368,829 320,200 645,316 6,043,713

当該年度末
現在高見込額

前年度末
現在高見込額

前々年度末
現在高

区　　分

合計

当該年度中増減見込額

当該年度中
起債見込額

当該年度中
償還見込額
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議案第６号 

 

平成２８年度江差町国民健康保険費特別会計補正予算（第２号）について 

 

平成２８年度江差町国民健康保険費特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、それぞれ７，４３９千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１，１１４，８４８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

平成２８年１２月１４日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

 

提案理由 

平成２８年度江差町国民健康保険費特別会計補正予算の調整後に生じた事由に基づい

て、既定の予算に追加をする必要が生じたことによる。 
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（単位：千円）

款 目 国庫支出金 道支出金 地方債 その他特定財源 一般財源

総務費 一般管理費 職員人件費 104 104

総務費 一般管理費
国民健康保険制度改
革に伴う準備事務

208 206 2

介護納付
金

介護納付金
介護給付費・地域支援
事業支援納付金

7,127 7,127

7,439 206 104 7,129計

平成２８年度　国民健康保険費特別会計補正予算構成表

科目
事業名 補正額

財源内訳
備考
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第１表　歳入歳出予算補正
歳  入 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 入 合 計

 7道 支 出 金 52,117 206 52,323

 2道 補 助 金 45,413 206 45,619

10繰 入 金 184,509 104 184,613

 2一 般 会 計 繰 入 金 114,509 104 114,613

11繰 越 金 2 7,129 7,131

 1繰 越 金 2 7,129 7,131

1,107,409 7,439 1,114,848

48



歳  出 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 出 合 計

 1総 務 費 35,754 312 36,066

 1総 務 管 理 費 23,828 312 24,140

 6介 護 納 付 金 27,564 7,127 34,691

 1介 護 納 付 金 27,564 7,127 34,691

1,107,409 7,439 1,114,848
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（１）総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳入）
単位：千円

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

歳 入 合 計

　７

１０

１１

道 支 出 金

繰 入 金

繰 越 金

52,117

184,509

2

1,107,409

206

104

7,129

7,439

52,323

184,613

7,131

1,114,848
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（歳出）

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

単位：千円

国道支出金

歳 出 合 計

　　計　　補正前の額 補 正 額

 1

 6

総 務 費

介 護 納 付 金

35,754

27,564

1,107,409

312

7,127

7,439

36,066

34,691

1,114,848

206

206 0

104

104

2

7,127

7,129

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源
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目

款

項

（２）歳入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

 7 道支出金 52,117 206 52,323

  2 道補助金 45,413 206 45,619

   1 財政調整交付金 45,413 206 45,619

10 繰入金 184,509 104 184,613

  2 一般会計繰入金 114,509 104 114,613

   1 一般会計繰入金 114,509 104 114,613

11 繰越金 2 7,129 7,131

  1 繰越金 2 7,129 7,131

   1 繰越金 2 7,129 7,131

     歳     入     合     計 1,107,409 7,439 1,114,848
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 2 特 別 調 整 交 付 金 206特別調整交付金                              

 1 一 般 会 計 繰 入 金 104

 1 繰 越 金 7,129前年度繰越金                                

53



地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

（３）歳出

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

 1 総務費 35,754 312 36,066 206 104 2

  1 総務管理費 23,828 312 24,140 206 104 2

   1 一般管理費 23,321 312 23,633 206 104 2

 6 介護納付金 27,564 7,127 34,691 7,127

  1 介護納付金 27,564 7,127 34,691 7,127

   1 介護納付金 27,564 7,127 34,691 7,127

　歳　出　合　計　 1,107,409 7,439 1,114,848 206 0 104 7,129
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 2 給 料 20 一般職                                      

 3 職 員 手 当 等 179 通勤手当                                 △6
時間外勤務手当                           113
期末手当                                   5
勤勉手当                                  63
退職手当組合負担金                         4

 4 共 済 費 17 共済組合負担金                              

 9 旅 費 96 職員旅費                                    

19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 7,127 介護給付費・地域支援事業支援納付金          
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（４）給与費明細書

１．特別職

期末手当

（千円）
年間支給率

（人） （千円） （千円） （月分） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

２．一般職

（１）総括

報 酬 給 料 職員手当 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

3 8,569 7,533 16,102 2,830 18,932

20 179 199 17 216

3 8,589 7,712 16,301 2,847 19,148

扶養手当 寒冷地手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外手当 通勤手当 住居手当 児童手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

840 226 2,095 1,310 136 700 24 324

5 63 113 ▲6

840 226 2,100 1,373 136 813 18 324

宿直手当
特殊勤務
手当

管理職特別
勤務手当

退職手当
組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円）

1,878

4

1,882

合　計
備　　考

75

75

共済費 合　計
計

給 与 費

職

員

手

当

の

内

訳

補 正 前

補 正 額

補 正 後

補 正 前

補 正 額

補 正 後

補 正 前

補 正 額

補 正 後

区分

区 分

給 与 費
職員数 共済費

議 員

75計 12 75

75
その他の特
別 職

12 75

補

正

後

長 等

その他の特
別 職

補

正

額
計

議 員

長 等

計

補

正

前
12

75

75 75 75

75

区 分
職 員 数

区 分 備　　　考

給　料 地域手当
寒冷地
手当

その他
の手当

議 員

その他の特
別 職

報　酬

12 75

長 等
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

増減額

（千円）

20 人事院勧告に伴う増額 給料表の改定（平均0.2％）

67 人事院勧告に伴う増額 給料の増額改定に伴う増額

勤勉手当支給率0.10月引き上げ

112 国保制度改革準備事務

112

給 料

職 員 手 当

区　分

20

179

説　　　明

給 与 改 定 に
伴 う 増 減 分

（千円）
備　　　　考

そ の 他 の
増 減 分

増減事由別内訳

そ の 他 の
増 減 分

制 度 改 正 に
伴 う 増 減 分

昇 給 に 伴 う
増 減 分
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議案第７号 

 

平成２８年度江差町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

 

平成２８年度江差町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、それぞれ３５５千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１１１，６１８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

平成２８年１２月１４日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

 

提案理由 

平成２８年度江差町後期高齢者医療特別会計補正予算の調整後に生じた事由に基づい

て、既定の予算に減額をする必要が生じたことによる。 
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（単位：千円）

款 目 国庫支出金 道支出金 地方債 その他特定財源 一般財源

総務費 徴収費
社会保障・税番号制度
に係る後期高齢者医療
システム改修

▲ 355 ▲ 355

▲ 355 ▲ 355計

平成２８年度　後期高齢者医療特別会計補正予算構成表

科目
事業名 補正額

財源内訳
備考
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第１表　歳入歳出予算補正
歳  入 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 入 合 計

 3繰 入 金 42,800 △355 42,445

 1一 般 会 計 繰 入 金 42,800 △355 42,445

111,973 △355 111,618
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歳  出 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 出 合 計

 1総 務 費 2,934 △355 2,579

 2徴 収 費 2,071 △355 1,716

111,973 △355 111,618
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（１）総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳入）
単位：千円

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

歳 入 合 計

　３ 繰 入 金 42,800

111,973

△355

△355

42,445

111,618
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（歳出）

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

単位：千円

国道支出金

歳 出 合 計

　　計　　補正前の額 補 正 額

 1総 務 費 2,934

111,973

△355

△355

2,579

111,618 0 0

△355

△355 0

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源
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目

款

項

（２）歳入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

 3 繰入金 42,800 △355 42,445

  1 一般会計繰入金 42,800 △355 42,445

   1 事務費繰入金 6,225 △355 5,870

     歳     入     合     計 111,973 △355 111,618
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 1 事 務 費 繰 入 金 △355
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

（３）歳出

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

 1 総務費 2,934 △355 2,579 △355

  2 徴収費 2,071 △355 1,716 △355

   1 徴収費 2,071 △355 1,716 △355

　歳　出　合　計　 111,973 △355 111,618 0 0 △355 0
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

13 委 託 料 △355 社会保障・税番号制度に係る後期高齢者医療シス
テム改修委託                                
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議案第８号 

 

平成２８年度江差町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

 

平成２８年度江差町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、それぞれ１，０７３千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１，０２６，８６８千円とし、保険事業勘定と介護サービス事

業勘定に区分する。 

（保険事業勘定） 

第２条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１，０７３千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，０２０，２８６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳出予 

 算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正 保険事業勘定」による。 

 

 

平成２８年１２月１４日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

 

提案理由 

平成２８年度江差町介護保険特別会計補正予算の調整後に生じた事由に基づいて、既

定の予算に追加をする必要が生じたことによる。 
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（単位：千円）

款 目 国庫支出金 道支出金 地方債 その他特定財源 一般財源

職員人件費 1,073 1,073

1,073 1,073計

総務費
～　地域支援事業費

平成２８年度　介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算構成表

科目
事業名 補正額

財源内訳
備考
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第１表　歳入歳出予算補正　保険事業勘定
歳  入 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 入 合 計

 8繰 入 金 162,739 1,073 163,812

 1一 般 会 計 繰 入 金 161,539 1,073 162,612

1,019,213 1,073 1,020,286
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歳  出 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 出 合 計

 1総 務 費 27,986 939 28,925

 1総 務 管 理 費 13,210 926 14,136

 3介 護 認 定 審 査 会 費 14,186 13 14,199

 4地 域 支 援 事 業 費 40,431 134 40,565

 1介 護 予 防 事 業 費 11,079 51 11,130

 2包括的支援事業・任意事業 29,352 83 29,435

1,019,213 1,073 1,020,286
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（１）総括　保険事業勘定

歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳入）
単位：千円

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

歳 入 合 計

　８ 繰 入 金 162,739

1,019,213

1,073

1,073

163,812

1,020,286
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（歳出）

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

単位：千円

国道支出金

歳 出 合 計

　　計　　補正前の額 補 正 額

 1

 4

総 務 費

地域支援事業費

27,986

40,431

1,019,213

939

134

1,073

28,925

40,565

1,020,286 0 0

939

134

1,073 0

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源
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目

款

項

（２）歳入（保険事業勘定）

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

 8 繰入金 162,739 1,073 163,812

  1 一般会計繰入金 161,539 1,073 162,612

   5 その他一般会計繰入金 36,951 1,073 38,024

     歳     入     合     計 1,019,213 1,073 1,020,286
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金 1,073

79



地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

（３）歳出（保険事業勘定）

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

 1 総務費 27,986 939 28,925 939

  1 総務管理費 13,210 926 14,136 926

   1 一般管理費 13,210 926 14,136 926

  3 介護認定審査会 14,186 13 14,199 13
    費            

   1 介護認定審査 8,928 13 8,941 13
     会費         

 4 地域支援事業費 40,431 134 40,565 134

  1 介護予防事業費 11,079 51 11,130 51

   1 介護予防事業 11,079 51 11,130 51
     費           

  2 包括的支援事業 29,352 83 29,435 83
    ・任意事業    

   1 包括的支援事 20,251 83 20,334 83
     業費         

　歳　出　合　計　 1,019,213 1,073 1,020,286 0 0 1,073 0
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 2 給 料 317 一般職                                      

 3 職 員 手 当 等 509 住居手当                                 264
期末手当                             　　 68
勤勉手当                             　　 86
寒冷地手当                           　　 22
退職手当組合負担金                   　　 69

 4 共 済 費 100 共済組合負担金                              

 2 給 料 2 一般職                                      

 3 職 員 手 当 等 11 勤勉手当                                  10
退職手当組合負担金  　　                   1

 2 給 料 11 一般職                                      

 3 職 員 手 当 等 36 時間外勤務手当                             1
期末手当                                   3
勤勉手当                                  29
退職手当組合負担金                         3

 4 共 済 費 4 共済組合負担金                              

 2 給 料 10 一般職                                      

 3 職 員 手 当 等 69 期末手当                                   2
勤勉手当                                  65
退職手当組合負担金                  　　 　2

 4 共 済 費 4 共済組合負担金                              
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（４）給与費明細書

１．特別職

期末手当

（千円）
年間支給率

（人） （千円） （千円） （月分） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

２．一般職

（１）総括

報 酬 給 料 職員手当 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

5 16,179 10,985 27,164 5,290 32,454

340 625 965 108 1,073

5 16,519 11,610 28,129 5,398 33,527

扶養手当 寒冷地手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外手当 通勤手当 住居手当 児童手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

367 355 3,714 2,286 646 51

22 73 190 1 264

367 377 3,787 2,476 647 51 264

宿直手当
特殊勤務
手当

管理職特別
勤務手当

退職手当
組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円）

3,566

75

3,641

合　計
備　　考

3,336

3,336

共済費 合　計
計

給 与 費

職

員

手

当

の

内

訳

補 正 前

補 正 額

補 正 後

補 正 前

補 正 額

補 正 後

補 正 前

補 正 額

補 正 後

区分

区 分

給 与 費
職員数 共済費

議 員

3,336計 49 3,336

3,336
その他の特
別 職

49 3,336

補

正

後

長 等

その他の特
別 職

補

正

額
計

議 員

長 等

計

補

正

前
49

3,336

3,336 3,336 3,336

3,336

区 分
職 員 数

区 分 備　　　考

給　料 地域手当
寒冷地
手当

その他
の手当

議 員

その他の特
別 職

報　酬

49 3,336

長 等
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

増減額

（千円）

44 人事院勧告に伴う増額 給料表の改定（平均0.2％）

296 人事異動等による増額

31 人事院勧告に伴う増額 給料の増額改定に伴う増額

勤勉手当支給率0.10月引き上げ

594 人事異動等に伴う増額

給 料

職 員 手 当

区　分

340

625

説　　　明

給 与 改 定 に
伴 う 増 減 分

（千円）
備　　　　考

そ の 他 の
増 減 分

増減事由別内訳

そ の 他 の
増 減 分

制 度 改 正 に
伴 う 増 減 分

昇 給 に 伴 う
増 減 分
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議案第９号 

 

平成２８年度江差町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

 

平成２８年度江差町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、それぞれ８０７千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２５６，６２２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

平成２８年１２月１４日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

 

提案理由 

平成２８年度江差町公共下水道事業特別会計補正予算の調整後に生じた事由に基づい

て、既定の予算に減額をする必要が生じたことによる。 
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（単位：千円）

款 目 国庫支出金 道支出金 地方債 その他特定財源 一般財源

公共下水道
費

一般管理費 職員人件費 ▲ 807 ▲ 807

▲ 807 ▲ 807計

平成２８年度　公共下水道事業特別会計補正予算構成表

科目
事業名 補正額

財源内訳
備考
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第１表　歳入歳出予算補正
歳  入 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 入 合 計

 4繰 入 金 161,773 △807 160,966

 1一 般 会 計 繰 入 金 161,773 △807 160,966

257,429 △807 256,622
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歳  出 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 出 合 計

 1公 共 下 水 道 費 92,730 △807 91,923

 1総 務 費 24,062 △807 23,255

257,429 △807 256,622
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（１）総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳入）
単位：千円

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

歳 入 合 計

　４ 繰 入 金 161,773

257,429

△807

△807

160,966

256,622
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（歳出）

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

単位：千円

国道支出金

歳 出 合 計

　　計　　補正前の額 補 正 額

 1公 共 下 水 道 費 92,730

257,429

△807

△807

91,923

256,622 0 0

△807

△807 0

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源
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目

款

項

（２）歳入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

 4 繰入金 161,773 △807 160,966

  1 一般会計繰入金 161,773 △807 160,966

   1 一般会計繰入金 161,773 △807 160,966

     歳     入     合     計 257,429 △807 256,622
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 1 一 般 会 計 繰 入 金 △807
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

（３）歳出

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

 1 公共下水道費 92,730 △807 91,923 △807

  1 総務費 24,062 △807 23,255 △807

   1 一般管理費 24,062 △807 23,255 △807

　歳　出　合　計　 257,429 △807 256,622 0 0 △807 0
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 2 給 料 △587 一般職                                      

 3 職 員 手 当 等 △43 扶養手当                                 156
通勤手当                                  26
期末手当                               △103
勤勉手当                                △25
退職手当組合負担金                      △97

 4 共 済 費 △177 共済組合負担金                              
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（４）給与費明細書

１．特別職

期末手当

（千円）
年間支給率

（人） （千円） （千円） （月分） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

２．一般職

（１）総括

報 酬 給 料 職員手当 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

2 6,753 4,848 11,601 2,258 13,859

▲587 ▲43 ▲630 ▲177 ▲807

2 6,166 4,805 10,971 2,081 13,052

扶養手当 寒冷地手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外手当 通勤手当 住居手当 児童手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

432 113 1,599 1,003 136 99 6

156 ▲103 ▲25 26

588 113 1,496 978 136 99 32

宿直手当
特殊勤務
手当

管理職特別
勤務手当

退職手当
組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円）

1,460

▲97

1,363

合　計
備　　考

共済費 合　計
計

給 与 費

職

員

手

当

の

内

訳

補 正 前

補 正 額

補 正 後

補 正 前

補 正 額

補 正 後

補 正 前

補 正 額

補 正 後

区分

区 分

給 与 費
職員数 共済費

議 員

計

その他の特
別 職

補

正

後

長 等

その他の特
別 職

補

正

額
計

議 員

長 等

計

補

正

前

区 分
職 員 数

区 分 備　　　考

給　料 地域手当
寒冷地
手当

その他
の手当

議 員

その他の特
別 職

報　酬

長 等

96



（２）給料及び職員手当の増減額の明細

増減額

（千円）

6 人事院勧告に伴う増額 給料表の改定（平均0.2％）

▲593 人事異動等による減額

41 人事院勧告に伴う増額 給料の増額改定に伴う増額

勤勉手当支給率0.10月引き上げ

▲84 人事異動等に伴う減額

給 料

職 員 手 当

区　分

▲587

▲43

説　　　明

給 与 改 定 に
伴 う 増 減 分

（千円）
備　　　　考

そ の 他 の
増 減 分

増減事由別内訳

そ の 他 の
増 減 分

制 度 改 正 に
伴 う 増 減 分

昇 給 に 伴 う
増 減 分
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議案第１０号 

 
   町道路線の認定について 

 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づき、江差町道路線を下

記のとおり認定する。 

 
 
 

記 

 

路線番号 路 線 名 区  間 延  長 

３１１ 南ヶ丘団地２２号通り 
南が丘７番地３３４地先から 
南浜町４３３番地まで 

63.0m

３１２ 砂川４号通り 
砂川７番地１地先から 
砂川７番地先まで 

283.1m

 
 
 

平成２８年１２月１４日提出 

 
 

江差町長 照 井 誉之介 
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議案第１１号 

 

南部桧山衛生処理組合規約の変更について 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第２項の規定により、南部桧山衛生

処理組合規約を次のとおり変更する。 

 

 

平成２８年１２月１４日提出 

 

                           江差町長 照 井 誉之介 

 

 

提案理由 

行政不服審査法の改正に伴い、南部桧山衛生処理組合規約の変更について協議するため。 
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南部桧山衛生処理組合規約の一部を変更する規約 

 

南部桧山衛生処理組合規約（昭和４４年地方第１６９８号指令）の一部を、次のように変更

する。 

 

 第１６条第２項第１号中「公平委員会費」の次に「、行政不服審査委員会費」を加える。 

 

  附 則 

 この規約は、公布の日から施行する。 
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